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第1節　生物多様性を社会に浸透させる取組

1　生物多様性に関する広報の推進

国連が定めた「国際生物多様性の日」である5月22日に、「国際生物多様性の日シンポジウム」を開催し
ます。また、次項で紹介する国連生物多様性の10年日本委員会（UNDB-J）の各種取組のほか、「新宿御苑
みどりフェスタ」、「エコライフ・フェア」、「エコプロダクツ展」等の様々なイベントの開催・出展等を通
じ、普及啓発を進めていきます。

2　多様な主体の連携の促進

（1）国連生物多様性の10年日本委員会による取組
愛知目標の達成に貢献するため、引き続きUNDB-Jを核として、幅広い主体と連携を図ります。平成27

年にUNDB-Jのこれまでの主な取組の成果と課題を中間評価として取りまとめたことを受けて、平成28年
は2020年（平成32年）に向けた取組のロードマップを作成し、各セクター間の連携をより一層図ること
で、生物多様性の主流化に向けた様々な取組を更に推進します。

また、生物多様性との関わりを捉えることのできる5つのアクション「MY行動宣言」、生物多様性アク
ション大賞への応募や「グリーンウェイブ2016」活動への参加の呼び掛け等を行います。子供向け推薦図
書（「生物多様性の本箱」～みんなが生きものとつながる100冊～）については、全国の図書館での展示・
読み聞かせ会の実施、東北復興支援のための寄贈の呼び掛け等を行います。加えて、国際自然保護連合日本
委員会が行う「にじゅうまるプロジェクト」への登録を呼び掛けるとともに、優良事例については
UNDB-Jが推奨する連携事業として認定し、紹介します。このほか、各セクター間の意見・情報交換の場
として、岐阜県において「第6回生物多様性全国ミーティング」を開催します。

さらに、2016年（平成28年）12月にメキシコ・カンクンで開催される、生物多様性条約第13回締約国
会議（COP13。以下、締約国会議を「COP」という。なお、本章における締約国会議（COP）は、生物
多様性条約締約国会議を指す）において、UNDB-Jの取組を国際社会へ広く発信します。

（2）地域主体の取組の支援
地域における生物多様性の保全・再生活動を促進するため、地域における多様な主体の連携による生物の

多様性の保全のための活動の促進等に関する法律（平成22年法律第72号）の普及を図るとともに、生物多
様性保全推進支援事業を実施し、地域における先行的・効率的な活動を支援します。

ナショナル・トラスト活動については、その一層の促進のため、地域自然資産区域における自然環境の保
全及び持続可能な利用の推進に関する法律（平成26年法律第85号）の普及を図り、地域主体の取組を推進
します。

3　生物多様性地域戦略の策定と地域に即した取組の促進

地方公共団体による生物多様性地域戦略の策定については、「生物多様性国家戦略2012-2020（平成24
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年閣議決定、以下「国家戦略」という。）」で掲げた目標である「生物多様性地域戦略の策定自治体数：47
都道府県（平成32年）」を達成するため、既存事例の紹介を含む「生物多様性地域戦略策定の手引き」の普
及を図ります。

4　生物多様性に配慮した事業者の取組の促進

生物多様性の保全及び持続可能な利用等、生物多様性条約の実施に関する民間の参画を促進するため、
「生物多様性民間参画ガイドライン」や「生物多様性に関する民間参画に向けた日本の取組」の普及広報等
の取組を行います。

また、策定から約7年が経過する同ガイドラインについては、有識者や事業者等の意見を聴き、改訂を検
討するとともに、事業者団体を対象とした生物多様性に関する行動指針作成等を促進するための手引の作成
を行います。

さらに、経済界を中心とした自発的なプログラムとして設立された「生物多様性民間参画パートナーシッ
プ」や「企業と生物多様性イニシアティブ（JBIB）」等の事業者間の枠組みと引き続き連携・協力します。

5　生物多様性に関する教育・学習・体験の充実

（1）自然とのふれあい活動
「みどりの月間（4月15日～5月14日）」、「自然に親しむ運動（7月21日～8月20日）」、「全国・自然歩

道を歩こう月間（10月1日～10月31日）」等を通じて、自然環境の保全意識向上を図れるよう、自然観察
会等、自然とふれあうための各種活動を実施します。

平成28年から新たに祝日となる「山の日（8月11日）」の記念式典が、平成28年8月11日に長野県松本
市（上高地）で開催される予定です。

国立・国定公園の利用の適正化のため、自然公園指導員及びパークボランティアの連絡調整会議等を実施
し、利用者指導の充実を図ります。

子供たちに国立公園等の優れた自然地域を知ってもらうなど、自然環境の大切さ等を学ぶ機会を提供する
とともに、様々な自然とのふれあいの場やイベント等に関する情報について、インターネット等を通じて幅
広く提供します。また、国立公園に関する情報アクセシビリティ向上のため、ウェブサイトの充実等の戦略
的な情報発信を進めるとともに、ビジターセンターの職員等に対するユニバーサルマナー研修を実施し、受
入体制の向上を図ります。

国有林野においては、森林教室、体験セミナー等を通じて、森林・林業への理解を深めるための森林ふれ
あい推進事業等を実施します。また、学校等による体験学習活動の場である「遊々の森」や、国民による自
主的な森林づくり活動の場である「ふれあいの森」等の設定・活用を図り、国民参加の森林づくりを推進し
ます。

国営公園においては、良好な自然環境や歴史的資源をいかし、自然観察会やプロジェクト・ワイルド等、
多様な環境教育プログラムを提供します。

（2）エコツーリズム
エコツーリズム推進法（平成19年法律第105号）に基づき、全体構想の認定・周知、技術的助言、情報

の収集、普及啓発、広報活動等を総合的に実施します。
また、地域の自然観光資源を活用したエコツーリズムを推進するため、エコツーリズム推進全体構想の作

成、魅力あるプログラムの開発、ガイド等の人材育成等、地域における活動を支援します。
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（3）自然とのふれあいの場の提供
ア　国立・国定公園等における取組

国立公園の保護及び利用上重要な公園事業を環境省の直轄事業とし、国立公園バリューアップ事業による
自然資源を活用した観光の促進と地域の活性化の推進、集団施設地区等における景観再生、多くの利用者が
訪れる地区及びフィールドにおける人と自然の共生を目指した整備、関係省庁共同でシカ等による影響を受
けた自然生態系を維持回復させるための施設整備、ユニバーサルデザインの導入等を重点的に進めます。

地方公共団体が行う国立・国定公園及び長距離自然歩道等の整備については、自然環境整備交付金により
その整備を支援します。

また、平成28年3月30日に策定された「明日の日本を支える観光ビジョン」に基づき、「国立公園満喫
プロジェクト」として、まずは5か所程度の国立公園において、訪日外国人を国立公園に呼び込むための取
組を計画的、集中的に実施します。

イ　森林における取組
保健保安林等を対象として防災機能、環境保全機能等の高度発揮を図るための整備を実施するとともに、

国民が自然に親しめる森林環境の整備を支援します。また、森林環境教育、林業体験学習の場となる森林・
施設の整備等を推進します。さらに、森林総合利用施設等において、年齢や障害の有無にかかわらず多様な
利用方法の選択肢を提供するユニバーサルデザイン手法の普及を図ります。

国有林野においては、自然休養林等のレクリエーションの森において、民間活力をいかしつつ利用者の
ニーズに対応した森林及び施設の整備等を行います。また、国有林野を活用した森林環境教育の一層の推進
を図るため、農山漁村における体験活動とも連携し、フィールドの整備及び学習・体験プログラムの作成を
実施します。

（4）都市と農山漁村の交流
農林漁業を軸に観光、教育、福祉等多様な分野との連携を深め、都市と農山漁村の交流を戦略的に推進し

ます。
地域外の若者等の人材の活用や優良事例の情報受発信等、地域資源を活用する取組を支援し、農山漁村地

域の豊かな自然とのふれあい等を通じて自然環境に対する理解の増進を図ります。農山漁村地域に隣接する
国立公園においても、子供の自然体験活動の推進体制及び受入体制の強化を図ります。

（5）温泉の保護及び安全・適正利用
温泉法（昭和23年法律第125号）の施行に当たり、温泉源の保護、温泉の採取等に伴い発生する可燃性

天然ガスによる災害の防止及び温泉の適正かつ効率的な利用の増進を図るため都道府県等に対し適切な助言
を行うとともに、我が国の豊かな自然と温泉資源を活用した国民の健康増進や飛躍的に増加している訪日観
光客の温泉地への誘導等による地域活性化を目指すなど、温泉関連施策を総合的に推進します。

6　生物多様性が有する経済的価値の評価の推進

「生態系と生物多様性の経済学（TEEB）」について分かりやすく紹介するなど、生物多様性や生態系サー
ビスの価値評価の重要性等について普及啓発を進めるとともに、国内の自然保護地域や自然環境保全施策等
を対象に、生物多様性の経済価値評価、生物多様性の損失に伴う経済的損失、効果的な保全に要する費用等
の評価を推進します。
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7　生物多様性に配慮した消費行動への転換

多くの人々が生物多様性の保全と持続可能な利用に関わることのできる仕組みを拡大していくため、環境
に配慮した商品やサービスに付与される環境認証制度のほか、生物多様性に配慮した持続可能な調達基準を
策定する事業者の情報等について、環境省のウェブサイト等で情報提供していきます。

また、木材・木材製品については、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律
第100号）に基づき、合法証明の信頼性・透明性の向上や合法証明された製品の消費者への普及を図りま
す。

第2節　地域における人と自然の関係を見直し、再構築する取組

1　里地里山及び里海の保全活用に向けた取組の推進

里地里山の保全活用の効果的な促進及び全国各地への展開に向け、生物多様性保全の観点から特に保全の
必要性が高い地域として選定した「生物多様性保全上重要な里地里山」を環境省ウェブサイト等により情報
発信し、里地里山の重要性の普及を図ります。さらに、地域や活動団体の参考となる里地里山の特徴的な取
組事例の発信や都市住民等のボランティア活動への参加促進に向けた活動場所や専門家の紹介等を環境省
ウェブサイトにより行い、里地里山の保全・活用に向けた活動の継続・促進のための支援を行います。

特別緑地保全地区等に含まれる里地里山については、土地所有者と地方公共団体等との管理協定の締結に
よる持続的な管理や、市民への公開等の取組を推進します。

里海に係る取組は、第4章第3節3を参照。

2　野生鳥獣の保護及び管理の推進

（1）鳥獣の管理の強化
平成26年に改正された鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号、

以下「鳥獣保護管理法」という。）により創設された都道府県が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業について
は、より一層の捕獲の強化に向けて、効果的な捕獲を促進するためのモデル的な取組を定額補助するなどに
より、指定管理鳥獣（ニホンジカ及びイノシシ）の管理を推進します。また、全国的な指定管理鳥獣の管理
を促進するため、都道府県による捕獲事業等に係る取りまとめ・評価や、効率的な捕獲技術及び迅速な捕獲
情報収集システムの開発等を行います。

（2）科学的・計画的な保護及び管理
5年ごとに見直すこととしている「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」

について、平成28年度中に見直すこととし、これに基づき、鳥獣保護区の指定、個体群管理のための捕獲
及びその体制の整備、違法捕獲の防止等の対策を総合的に進めます。

鳥獣保護管理の担い手を育成するため、都道府県と連携した狩猟免許取得者の増加及び能力向上に向けた
取組や、都道府県職員等への研修事業及び鳥獣保護管理に係る人材登録事業を実施します。また、鳥獣保護
管理法により創設された認定鳥獣捕獲等事業者制度の普及を図るため、ウェブサイト等を活用した制度の周
知や、鳥獣捕獲事業者の捕獲従事者や事業管理責任者に終了が義務付けられている安全管理講習等の講習会
等を全国各地で実施します。

都道府県における第一種特定鳥獣保護計画及び第二種特定鳥獣管理計画の作成や鳥獣の保護及び管理のよ
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り効果的な実施のための検討を行うとともに、技術研修会を開催します。
また、関東、中部近畿、中国四国の各地域におけるカワウ及び関東山地のニホンジカについては広域協議

会を、白山奥美濃地域のツキノワグマについては連絡会議を開催し、関係者間の情報の共有等を行うととも
に、関東山地ニホンジカ広域協議会においては、実施計画に基づき、関係機関の連携の下、各種対策の実施
を推進します。

希少鳥獣であるゼニガタアザラシによる漁業被害が深刻化しているため、種の保全に十分配慮しながら、
えりも地域ゼニガタアザラシ特定希少鳥獣管理計画に基づき、総合的な保護管理手法を引き続き検討しま
す。

適切な狩猟が鳥獣の個体群管理に果たす効果等に鑑み、都道府県及び関係狩猟者団体に対し、事故及び違
法行為の防止を徹底し、適正な狩猟を推進するための助言を行います。

渡り鳥の生息状況等に関する調査として、鳥類観測ステーション等における鳥類標識調査、ガンカモ類の
生息調査等を実施します。また、出水平野（鹿児島県）に集中的に飛来するナベヅル、マナヅルの保護対策
として、生息環境の保全、整備を実施するとともに、新たな越冬地の形成を図るための事業を実施します。

悪化した鳥獣の生息環境や生息地の保護及び整備を図るため、ユルリ・モユルリ（北海道）、谷津（千葉
県）、鳥島（東京都）、七ツ島（石川県）、片野鴨池（石川県）、浜甲子園（兵庫県）、舟志ノ内（長崎県）、大
東諸島（沖縄県）、池間（沖縄県）の各国指定鳥獣保護区において保全事業を実施します。

愛鳥週間（毎年5月10日から5月16日）行事の一環として神奈川県小田原市において第70回愛鳥週間
「全国野鳥保護のつどい」を開催するほか、小・中学校及び高等学校等における野生生物保護の実践活動を
発表する行事等を開催し、野生生物保護についての普及啓発を推進します。

（3）鳥獣被害対策
侵入防止柵の設置、捕獲や追払い等の地域ぐるみの被害防止活動、捕獲鳥獣の食肉（ジビエ）利用の取組

等の対策を進めるとともに、鳥獣との共存にも配慮した多様で健全な森林の整備・保全等を実施します。
農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況の中、鳥獣による農林水産業等に

係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成19年法律第134号）に基づき市町村が作成する被害
防止計画により、生息環境管理、被害防除、捕獲を一体的に地域ぐるみで取り組む対策を総合的に支援し、
鳥獣被害対策を進めます。特に、捕獲活動を重点的に推進するとともに、捕獲鳥獣の食肉（ジビエ）等への
利活用を推進するための取組を支援します。また、シカによる森林被害が深刻な地域において、広域的な捕
獲のモデル的な実施等に対して支援します。

さらに、トドによる漁業被害防止対策として、出現状況等の調査や漁具被害軽減のための実証試験等を行
います。

（4）鳥インフルエンザ等感染症対策
「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、全国で高病原性鳥イン

フルエンザウイルス保有状況調査を実施し、結果を公表します。さらに、人工衛星を使った渡り鳥の飛来経
路に関する調査を継続するとともに、国指定鳥獣保護区への渡り鳥の飛来状況についてウェブサイト等を通
じて情報提供を行います。また、その他の感染症について情報把握・分析等を行い、対応を強化します。

3　生物多様性の保全に貢献する農林水産業の推進

国家戦略及び「農林水産省生物多様性戦略（平成24年2月改定）」に基づき、［1］田園地域・里地里山の
保全（環境保全型農業直接支払による生物多様性保全に効果の高い営農活動に対する直接支援等）、［2］森
林の保全（適切な間伐等）、［3］里海・海洋の保全（生態系全体の生産力の底上げを目指した漁場の整備等）
など、農林水産分野における生物多様性の保全や持続可能な利用を推進します。
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また、企業等による生物多様性保全活動への支援等について取りまとめた農林漁業者及び企業等向け手引
及びパンフレットを活用し、農林水産分野における生物多様性保全活動を推進します。

（1）農業
水田や水路、ため池等の水と生態系のネットワークの保全のため、地域住民の理解・参画を得ながら、生

物多様性保全の視点を取り入れた農業生産基盤の整備を推進します。また、生態系の保全に配慮しながら生
活環境の整備等を総合的に行う事業等に助成し、農業の有する多面的機能の発揮や魅力ある田園空間の形成
を促進します。さらに、農村地域の生物や生息環境の情報を調査・地理情報化し、生態系に配慮した水田や
水路等の整備手法を構築するなど、生物多様性を確保するための取組を進めます。

生物多様性等の豊かな地域資源をいかし、農山漁村を教育、観光等の場として活用する集落ぐるみの取組
を支援します。

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（平成11年法律第110号）に基づき、土づくりと
化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む農業者（エコファーマー）の普及推進を図るととも
に、有機農業の推進に関する法律（平成18年法律第112号）に基づく有機農業の推進に関する基本的な方
針の下で、栽培技術の体系化の取組等の支援、産地の販売企画力、生産技術力強化、販路拡大、施設の整備
に関する支援を行います。

（2）森林・林業
第3節2を参照。

（3）水産業
第3節5を参照。

4　絶滅のおそれのある野生生物種の保全

絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略に基づき、絶滅危惧種の保全に関する様々な施策を幅広く推進
していきます。

（1）レッドリストとレッドデータブック
レッドリストについては、平成27年度以降、生息状況の悪化等によりカテゴリーの再検討が必要な種に

ついては時期を定めず必要に応じて個別に見直しを行うこととしており、現地調査や科学的知見の集積等に
より検討作業を進めます。また、海洋生物のレッドリストについては、平成28年度中に第1次のレッドリ
ストを公表する予定です。

（2）希少野生動植物種の保存
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成4年法律第75号。以下「種の保存法」と

いう。）に基づき、希少野生動植物種を指定し、個体の捕獲・譲渡等の規制、器官・加工品の譲渡等の規制
を引き続き実施します。国内希少野生動植物種については、2020年（平成32年）までに300種の新規指
定に向けた作業や、生息地等保護区の指定を推進するとともに、種の保存法に基づく保護増殖事業計画に基
づき、野生生物保護センター等を中心として、ツシマヤマネコ、ヤンバルクイナ、アホウドリ、ミヤコタナ
ゴ等の生息環境の改善・整備や繁殖の促進のための事業を進めます。また、国内希少野生動植物種に指定さ
れた種について、必要に応じて保護増殖事業計画を策定します。トキについては、平成27年度に策定した

「トキ野生復帰ロードマップ2020」により、新たな野生復帰の目標に向けて取り組むとともに、人とトキ
が共生できる社会づくりを、地域の方々と共に進めます。また、野生順化訓練と放鳥に関する事業を継続し
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ます。ライチョウについては、引き続き生息域外保全や野外におけるヒナの緊急保護対策等を進めます。
チュウヒ等の希少な猛禽

きん
類等については、保護方策の調査・検討を行います。さらに、猛禽

きん
類の採餌環境の

創出のための間伐の実施等、効果的な森林の整備・保全を行います。

（3）生息域外保全
絶滅危惧種の生息域外保全については、動物園、水族館及び植物園等関係者との連携を深め、特に公益社

団法人日本動物園水族館協会及び公益社団法人日本植物園協会と締結した「生物多様性保全の推進に関する
基本協定書」に基づく取組を一層進めるとともに、「絶滅のおそれのある野生動植物種の生息域外保全に関
する基本方針」や「絶滅のおそれのある野生動植物種の野生復帰に関する基本的な考え方」に沿って生息域
外保全の取組を進めます。

5　外来種等への対応

（1）外来種対策
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成16年法律第78号）に基づく特定外来

生物の輸入、飼養等の規制、防除事業を引き続き実施します。また、平成27年3月に公表された「外来種
被害防止行動計画」や「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト（生態系被害防止外来
種リスト）」が策定されたことを踏まえ、外来種被害予防三原則を始めとした外来種問題への認識と理解の
促進、侵略的外来種の効果的・効率的な防除の推進、特定外来生物の適切な追加指定、外来種の適正な管理
の促進等の対策を進めます。さらに、外来種の適正な飼育に係る呼び掛け、ウェブサイト（http://www.
env.go.jp/nature/intro/）等での普及啓発を進めます。

（2）遺伝子組換え生物への対応
バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書（以下「カルタヘナ議定書」という。）を締結するための国

内制度として定められた遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成
15年法律第97号）に基づき、遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する措置を講じ、生物の多様性の確
保を図ります。また、日本版バイオセーフティクリアリングハウス（http://www.biodic.go.jp/bch/）を
通じて、法律の枠組みや承認された遺伝子組換え生物に関する情報提供を行うほか、遺伝子組換えナタネの
生物多様性への影響監視調査等を行います。

6　遺伝資源等の持続可能な利用

（1）遺伝資源の利用と保存
農林水産分野では、農業生物資源ジーンバンク事業等により、関係機関が連携して、動植物、微生物、

DNA、林木、水産生物等の国内外の遺伝資源の収集、保存、評価等を行っており、植物遺伝資源22万点を
始め、世界有数のジーンバンクとして利用者への配布・情報提供を行います。

また、海外から研究者を受け入れ、遺伝資源の取引・運用制度に関する理解促進や保護と利用のための研
修等支援を行います。国内の遺伝資源利用者が海外の遺伝資源を円滑に取得するために必要な情報の収集・
提供や、相手国等との意見調整の支援を行うとともに、途上国に対して遺伝資源の取引・運用制度に関する
理解促進や遺伝資源の探索及び機能解析等に関する能力向上を図ろうとする取組を支援します。

（2）微生物資源の利用と保存
独立行政法人製品評価技術基盤機構を通じた資源保有国との生物多様性条約の精神にのっとった国際的取

組の実施等により、資源保有国への技術移転、我が国の企業への海外の微生物資源の利用機会の提供等を行
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います。
我が国の微生物等に関する中核的な生物遺伝資源機関である独立行政法人製品評価技術基盤機構バイオテ

クノロジーセンター（NBRC）において、生物遺伝資源の収集、保存等を行うとともに、これらの資源に関す
る情報（分類、塩基配列、遺伝子機能等に関する情報）を整備し、生物遺伝資源と併せた提供を行います。

7　動物の愛護と適正な管理

動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針（平成18年環境省告示第140
号。以下「基本指針」という。）に基づき、平成35年度までの犬猫の引取数の75％減（平成16年度比）や
殺処分率の更なる減少等を目指し、適正飼養に関する普及啓発、収容動物の返還・譲渡促進の支援等を進め
ます。また、基本指針に基づき、動物の所有者の責務についての普及啓発等の取組及びその実施状況の評価
等を行います。さらに、幼齢の犬猫を親等から引き離す理想的な時期に関する調査研究、販売される犬猫へ
のマイクロチップ装着の義務化に向けた検討を行うとともに、引取数や殺処分数の大幅な削減を図るため、

「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」のアクションプランに基づくモデル事業の実施やガイ
ドラインの作成の検討等を進めます。

また、ペットフードの安全性の確保については、関係府省や関係団体等と連携し、ペットフードによる健
康被害等の情報共有を図り、ペットフードの安全性に関する情報の提供に努めます。

第3節　森・里・川・海のつながりを確保する取組

1　森・里・川・海のつながりを確保する取組

（1）「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクト
「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトの取組については、第1部パート3第2章第2節を参照。

（2）生態系ネットワーク
様々なレベルにおける生態系ネットワーク形成を進めていくことが重要であることから、関係省庁と連携

し、現状の把握を始め、その実施に向けた方策を検討します。
国有林野においては、原生的な森林生態系や希少な野生動植物を保護する観点から、「保護林」や保護林

を中心にネットワークを形成する「緑の回廊」の設定等を推進するとともに、モニタリング調査等の実施や
人工林等における適切な間伐の実施等森林の整備・保全を通じた多様で健全な森林づくりを推進します。さ
らに、必要に応じて民有林とも連携しつつ、より広範で効果的な森林生態系保全の取組を推進します。ま
た、渓流等水辺の森林等の連続性を確保することにより、よりきめ細かな森林生態系のネットワーク形成を
推進します。

（3）重要地域の保全
ア　自然環境保全地域

原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域については、自然環境保全法（昭和47年法律第85号）に基
づき、自然環境保全地域等の現況調査や評価等を行った上で必要な対策を検討するなど、適正な保全管理の
充実を図ります。
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イ　自然公園
自然公園法（昭和32年法律第161号）の着実な実施を図るため、以下の施策を重点的に進めます。

（ア）自然公園の指定、公園区域及び公園計画の見直し
今後、新規指定又は大規模拡張を検討する国立・国定公園の候補地について、自然環境や利用状況の調

査、保護や公園利用に関する計画の検討、関係者との調整等を行い、具体的な区域の指定に向けた検討を進
めます。

また、社会条件等の変化に対応するため、公園区域及び公園計画の全般的な見直し（再検討）を行いま
す。さらに、再検討が終了した公園については、おおむね5年ごとに公園区域及び公園計画の点検を行いま
す。国定公園については、都道府県から申出のある地域について検討を行い、見直し等の作業を進めます。

（イ）自然公園の管理の充実
生態系維持回復事業制度に基づき、シカや外来種による生態系被害に対する総合的かつ順応的な対策を講

じるため、平成28年度から事業を開始する釧路湿原国立公園を含め、これまで策定された8国立公園9つ
の生態系維持回復事業計画に基づき、着実に事業を実施するとともに、28年度末で計画期間を終える阿寒
国立公園の二つの生態系維持回復事業計画について再策定を検討します。生態系維持回復事業により本来の
生態系の維持・回復を図ることが効果的な地域では、新たに計画の策定を進めます。また、生物多様性の保
全上、早急に外来種対策を講じるべき国立公園においては、重点的な防除及びモニタリングを引き続き実施
していきます。さらに、平成27年8月策定の「指定植物の選定方針」に基づき、国立公園等において採取
等が規制される指定植物の見直しを進めます。

自然公園法に基づく許可、認可等を適正に運用するとともに、国立公園管理計画の定期的な見直しを行
い、国立公園の保護及び適正な利用の推進を図ります。また、利用者に対する質の高い国立公園サービスの
提供を目指し、地域の関係者による協議会の設置や管理運営計画の策定等により、協働型管理運営体制の構
築を目指します。さらに、地域密着型の公園管理を行う特定非営利活動法人等の公園管理団体の指定及び風
景地保護協定の締結を推進し、管理体制の強化を進めます。

国立公園の優れた自然環境を保全していくため、特に重要な地区については民有地買上げを進めます。ま
た、アクティブ・レンジャーを全国に配置して、現場管理の充実に努めます。さらに、国立公園における登
山道の補修や清掃作業、環境美化、外来種の駆除等を引き続き推進します。

荒廃した登山道の整備、周辺の植生を復元するための対策及びシカの食害等から貴重な植生を保護するた
めの対策を進めます。釧路湿原、サロベツ原野等においては、自然再生の取組を引き続き進めます。

（ウ）自然公園における適正な利用の推進
国立公園の主な利用地域については、関係地方公共団体の協力の下に清掃活動を実施します。また、「自

然公園クリーンデー」等の各種行事を実施し、美化活動の普及に努めます。
国立公園等の山岳環境の保全及び登山利用の安全確保等を図るため、民間の山小屋事業者等による公衆ト

イレとしてのサービスを補完する環境配慮型トイレ等の整備の経費の一部を補助することにより、増加する
登山利用者への対応を進めます。

ウ　鳥獣保護区
鳥獣保護管理法に基づき、国際的又は全国的な鳥獣の保護の見地から重要な区域を国指定鳥獣保護区に指

定し、保護を図ります。

エ　生息地等保護区
種の保存法に基づき、国内希少野生動植物種の生息・生育地として重要な地域である生息地等保護区の指
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定を進め、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ります。

オ　名勝（自然的なもの）、天然記念物
文化財保護法（昭和25年法律第214号）に基づき、日本の峡谷、海浜等の名勝地で観賞上価値の高いも

のを名勝（自然的なもの）に、動植物及び地質鉱物で学術上価値が高く我が国の自然を記念するものを天然
記念物に指定し、保護を図ります。

カ　保護林・保安林
我が国の森林のうち、優れた自然環境の保全を含む公益的機能の発揮のため特に必要な森林を保安林とし

て計画的に指定し、適正な管理を行います。また、国有林野のうち、生物多様性保全機能の発揮が重視され
る「自然維持タイプ」の森林については、良好な自然環境の保持を第一とした管理経営を行います。特に原
生的な森林生態系や希少な野生動植物の生息・生育地等については、「保護林」として設定するとともに、
モニタリング調査等により状況を的確に把握し、必要に応じて植生の回復等の措置を講ずるなど適切な保
護・管理を推進します。

キ　特別緑地保全地区等
第3節3（1）を参照。

ク　景観の保全
景観の保全に関しては、自然公園法によって優れた自然の風景地を保護するほか、景観法（平成16年法

律第110号）に基づき景観行政団体による景観計画の策定を推進します。また、人と自然の関わりの中で
作り出されてきた文化的景観のうち、特に重要なものを文化財保護法に基づき重要文化的景観に選定し、そ
の保存と活用に努めます。

（4）自然再生の推進
自然再生推進法（平成14年法律第148号）の円滑な運用を図るため、自然再生協議会における技術的課

題の解決に関する支援や自然再生に係る情報提供等、地域の自主的な自然再生の取組を推進します。
自然再生事業については、河川・湿原・干潟・藻場・里地里山・森林等様々な環境を対象に全国で取り組

まれるよう、関係省庁が連携し着実に推進します。また、自然再生を通じた自然環境学習を進めます。

2　森林の整備・保全

森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるため、森林整備事業により、適切な造林や間伐等の施業を
実施するとともに、立地条件に応じて、針広混交林化や複層林化等により、多様で健全な森林づくりを推進
します。また、自然環境の保全等森林の有する公益的機能の発揮及び森林の保全を確保するため、保安林制
度・林地開発許可制度等の適正な運用を図るとともに、治山事業においては、豊かな環境づくりや周辺の生
態系に配慮しつつ、荒廃山地の復旧整備、水土保全機能の低下した森林の整備等を計画的に推進します。

東日本大震災で被災した海岸防災林については、「今後における海岸防災林の再生について」等に基づき、
被災箇所ごとに被災状況や地域の実情、さらには地域の生態系保全の必要性等に応じ再生方法を決定すると
ともに、海岸防災林の有する津波に対する減災機能も考慮した復旧・再生を推進します。

松くい虫等の病害虫や野生鳥獣による森林の被害対策の総合的な実施、林野火災予防対策を推進します。
森林内での様々な体験活動等を通じて森林と人々の生活や環境との関係についての理解と関心を深める森

林環境教育や、市民やボランティア団体等による里山林の保全・利用活動等、森林の多様な利用及びこれら
に対応した整備を推進します。また、企業、森林ボランティア活動等、多様な主体による森林づくり活動へ
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の支援や緑化行事の推進により、国民参加の森林づくりを進めます。
森林資源のモニタリング調査を引き続き実施するとともに、時系列的なデータを用いた解析手法の開発を

行います。また、これらの調査結果については、モントリオール・プロセスでの報告等への活用を図りま
す。

国家戦略及び農林水産省生物多様性戦略に基づき、森林生態系の調査のほか、森林の保護・管理技術の開
発等、森林における生物多様性の保全及び持続可能な利用に向けた施策を推進するとともに、我が国におけ
る森林の生物多様性保全に関わる取組を国内外に発信します。

国有林野においては、育成複層林や天然生林へ導くための施業の推進、広葉樹林の積極的な造成等を図る
など、自然環境の維持・形成に配慮した多様な森林施業を推進します。また、優れた自然環境を有する森林
の保全・管理や国有林野を活用して民間団体等が行う自然再生活動を積極的に推進します。さらに、野生鳥
獣との棲

す
み分け、共存を可能にする地域づくりに取り組むため、地域等と連携し、野生鳥獣の生息環境の整

備と個体数管理等の総合的な対策を実施します。

3　都市の緑地の保全・再生等

（1）緑地、水辺の保全・再生・創出・管理
都市における緑地を保全するため、都市緑地法（昭和48年法律第72号）に基づく特別緑地保全地区等の

指定を推進するとともに、地方公共団体及び緑地管理機構による土地の買入れ等を推進します。また、首都
圏近郊緑地保全法（昭和41年法律第101号）及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律（昭和42年法律
第103号）に基づき近郊緑地の保全を図ります。さらに、緑が不足している市街地等において、緑化地域
制度や地区計画等緑化率条例制度等の活用により建築物の敷地内の空地や屋上等の民有地における緑化を図
るとともに、市民緑地契約や緑地協定の締結を推進します。

都市緑化の推進に当たっては、「春季における都市緑化推進運動（4月～6月）」、「都市緑化月間（10月）」
を中心に、その普及啓発に係る各種活動を実施するほか、「緑の相談所（都市緑化植物園）」の設置等、取組
の推進を図ります。

都市における多様な生物の生息・生育地となる、せせらぎ水路の整備や下水処理水の再利用等による水辺
の保全・再生・創出を図ります。

（2）都市公園の整備
都市における緑とオープンスペースを確保し、水と緑が豊かで美しい都市生活空間等の形成を実現するた

め、都市公園の整備、緑地の保全、民有緑地の公開に必要な施設整備を支援する「都市公園等事業」を実施
します。

（3）国民公園及び戦没者墓苑
国民公園（皇居外苑、京都御苑、新宿御苑）及び千鳥ケ淵戦没者墓苑を広く国民の利用に供するため、施

設の改修、園内の清掃、芝生・樹木の手入れ等を行います。

4　河川・湿地等の保全・再生

（1）河川の保全・再生
河川やダム湖等における生物の生息・生育状況の調査を行う「河川水辺の国勢調査」を実施し、結果を

「河川環境データベース」（http://mizukoku.nilim.go.jp/ksnkankyo/）として公表します。また、世界最
大規模の実験河川を有する自然共生研究センターにおいて、河川や湖沼の自然環境保全・復元のための研究
を進めます。加えて、生態学的な観点より河川を理解し、川の在るべき姿を探るために、河川生態学術研究
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を進めます。
河川の保全等に当たっては、河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和に

も配慮し、河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境等の保全・創出に取り組む「多自然川づく
り」を推進します。また、多様な主体と連携して、河川を軸とした広域的な生態系ネットワークを形成する
ため、湿地等の保全・再生や魚道整備等の自然再生事業を引き続き推進します。また、災害復旧事業におい
ても、「美しい山河を守る災害復旧基本方針」に基づき、河川環境の保全・復元の目的を明確にして、事業
を実施します。

（2）湿地の保全・再生
生物多様性の観点から重要性が高い地域として平成13年度に選定した「日本の重要湿地500」について、

選定から10年以上が経過し環境の変化が生じていることなどから見直しを行っており、地方公共団体等と
の調整が整い次第、環境省のウェブサイト等により情報発信することで、湿地の保全・再生を推進します。

（3）土砂災害対策における自然環境の保全・創出
山麓斜面に市街地が接している都市において、土砂災害に対する安全性を高め緑豊かな都市環境と景観を

保全・創出するために、市街地に隣接する山麓斜面にグリーンベルトとして一連の樹林帯の形成を図りま
す。また、生物の良好な生息・生育環境を有する渓流や里山等を保全・再生するため、NPO等と連携した
山腹工等を実施します。土砂災害防止施設の整備に当たり良好な自然環境の保全・創出に努めます。

5　沿岸・海洋域の保全・再生

（1）沿岸・海洋域の保全
生物多様性の保全上重要度の高い海域（重要海域）に関する情報に基づき海洋保護区の充実とネットワー

ク化に向けた検討を行います。景観や生物多様性保全上重要な海域については、自然公園法に基づく海域公
園地区に指定するなど海域の保護を図ります。有明海・八代海における海域環境調査、東京湾等における水
質等のモニタリング、海洋短波レーダを活用した流況調査、水産資源に関する調査等を行います。サンゴ礁
生態系保全行動計画に基づく取組を進め、その状況を点検するとともに本行動計画の見直しに向けた検討を
開始します。

（2）水産資源の保護管理
漁業法（昭和24年法律第267号）及び水産資源保護法（昭和26年法律第313号）に基づき、採捕制限

等の規制を行います。また、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成8年法律第77号）に基づき、
漁獲可能量や漁獲努力可能量の管理を行うほか、［1］「資源回復計画」の推進、［2］外来魚の駆除、環境・
生態系と調和した増殖・管理手法の開発、魚道や産卵場の造成等、［3］ミンククジラ等の生態、資源量、
回遊等の実態把握及び資源回復手法の解明に資する調査、［4］ウミガメ（ヒメウミガメ等）、鯨類（シロナ
ガスクジラ等）及びジュゴンの原則採捕禁止等、［5］水産資源の持続可能な利用に向けた海洋保護区の検
証・推進と希少海洋生物の実態調査、［6］サメ類の保存・管理及び海鳥の偶発的捕獲の対策に関する行動
計画の実施促進等、［7］混獲防止技術の開発等を実施します。

海洋生物の生理機能を解明して革新的な生産につなげる研究開発と生物資源の正確な資源量の変動予測を
目的に生態系を総合的に解明する研究開発を実施するとともに、国立開発研究法人科学技術振興機構の戦略
的創造研究推進事業として海洋生物の観測・モニタリング技術の研究開発を実施します。

（3）海岸環境の整備
海岸保全施設の設備においては、海岸法（昭和31年法律第101号）の目的である防護・環境・利用の調
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和に配慮するなど、海岸環境の保全に取り組みます。

（4）港湾及び漁港・漁場における環境の整備
良好な海域環境を保全・再生・創出するため、藻場・干潟・生物共生型港湾構造物等の整備を推進すると

ともに、港の環境保全の重要性を認識・理解し、環境保全のための行動が習慣となるよう、環境保全活動及
び環境教育活動を支援します。

また、海洋環境整備船による漂流ごみ・油の回収や、放置艇の解消を目指した船舶等の放置等禁止区域の
指定と係留・保管施設の整備を推進します。

漁港・漁場では、水産資源の持続的な利用と豊かな自然環境の創造を図るため、海水交換機能を有する防
波堤、水産動植物の生息・繁殖に配慮した護岸等の整備及び砂浜の再生に資する施設の整備等、自然調和・
活用型の漁港漁場づくりを積極的に展開します。また、藻場・干潟の保全等を推進するほか、漁場環境を保
全するための森林整備に取り組みます。さらに、サンゴの有性生殖による種苗生産を中心としたサンゴ増殖
技術の開発に取り組みます。

（5）海洋汚染への対策
第4章第6節を参照。

第4節　地球規模の視野を持って行動する取組

1　愛知目標の達成に向けた国際的取組への貢献

（1）生物多様性条約
愛知目標や「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分（Access and 

Benefit-Sharing）に関する名古屋議定書（以下「名古屋議定書」という。）」を始めとするCOP10決定事
項の実施に向けた取組を進めます。具体的には、生物多様性関係省庁連絡会議において平成27年度中に明
らかにされた、愛知目標達成のために今後一層の加速の必要がある国家戦略の国別目標を踏まえ、関係省庁
が取り組む具体的施策を生物多様性国家戦略関係省庁連絡会議で取りまとめ、これを進めていきます。ま
た、我が国は2016年（平成28年）12月にメキシコ・カンクンで開催されるCOP13までのビューロー国
の立場も踏まえ、生物多様性の主流化を始めとするCOP13に向けた国際的な議論に積極的に貢献していき
ます。

さらに、地球規模での愛知目標の達成や条約の実施に向け、途上国の能力養成等を目的とした「生物多様
性日本基金」を通じた支援を行うなど、条約事務局及び関連する国際機関との協力の下に、生物多様性の保
全と持続可能な利用に向けた国際的な取組に引き続き貢献していきます。

（2）名古屋議定書
COP10において採択された名古屋議定書の早期締結及び国内措置の実施については、国家戦略の目標を

踏まえ、可能な限り早期に、名古屋議定書を締結し、名古屋議定書に対応する国内措置の実施を目指しま
す。また、国内措置の実施に向けて、引き続き、関係者の意見を踏まえつつ、関係省庁による検討を進め、
取りまとめに向けた合意形成を行うとともに、名古屋議定書の実施に向けた国際的な議論に積極的に参加し
ます。
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（3）カルタヘナ議定書
カルタヘナ議定書が適切に実施されるよう、開発途上国の体制整備を支援するとともに、引き続き名古

屋・クアラルンプール補足議定書の早期締結に向けた検討を進めます。

2　自然資源の持続可能な利用・管理の国際的推進

（1）SATOYAMAイニシアティブ
二次的な自然環境における自然資源の持続可能な利用と、それによる生物多様性の保全を推進する

「SATOYAMAイニシアティブ」については、2017年（平成29年）にSATOYAMAイニシアティブ国際
パートナーシップ第7回定例会合を開催するほか、現地支援活動であるSATOYAMAイニシアティブ推進
プログラム（COMDEKS）の成果発表をトルコで実施するなど、積極的に国際パートナーシップの参加者
と連携し、国内外の活動を促進します。

（2）ワシントン条約
2016年（平成28年）9月に南アフリカで開催される、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に

関する条約（ワシントン条約）の第17回締約国会議において、議論に貢献するとともに、条約の適切な執
行に向けた取組を推進します。また、関係省庁、関連機関が連携・協力して、野生動植物の違法取引の防止
及び摘発に努めます。

（3）保護地域に係る国際的な取組
国立公園等の保護地域に関するアジアの連携のための枠組みである「アジア保護地域パートナーシップ」

の下で、保護地域における協働型管理のためのワークショップ開催を含む具体的なプロジェクトを実施して
いきます。

3　生物多様性に関わる国際協力の推進

（1）ラムサール条約
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約（ラムサール条約）の決議等を参考にしながら

関係する地方自治体やNGO等と連携しつつ、ラムサール情報票の更新を核とした条約湿地のモニタリング
調査や、風土や文化をいかした各条約湿地の保全と賢明な利用を推進します。また、東南アジアにおける国
際的に重要な湿地の保全のための協力を引き続き実施します。

（2）アジア太平洋地域における渡り性水鳥の保全
東アジア・オーストラリア地域の渡り性水鳥及びその生息地の保全を目的とする国際的連携・協力のため

の枠組み「東アジア・オーストラリア地域フライウェイパートナーシップ（EAAFP）」を活用して、関係
国政府や国際機関等と連携して、渡り性水鳥及びその生息地の保全活動の一層の推進に努めます。EAAFP
の下に設置されている、渡り性水鳥重要生息地ネットワーク国内参加地における普及啓発や情報交換等を引
き続き推進するとともに、渡り性水鳥の保全上重要な生息地についてはネットワークへの参加を推薦しま
す。また、平成29年1月にシンガポールで開催予定のEAAFPの第9回パートナー会議において、我が国に
おける取組等を踏まえて積極的に議論に貢献します。

（3）二国間渡り鳥条約・協定
米国、ロシア、オーストラリア、中国及び韓国との二国間の渡り鳥条約等に基づき、引き続きズグロカモ

メの渡り経路の共同調査等を実施するとともに、渡り鳥の保全施策や調査研究に関する意見や情報の交換を
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行います。

（4）国際的なサンゴ礁保全の取組
国際サンゴ礁イニシアティブ（ICRI）等の枠組みを活用し、「サンゴ礁生態系保全行動計画2016-2020」

等に基づく国内取組について情報を共有するなど国際的なサンゴ礁保全の取組に積極的に貢献します。

（5）持続可能な森林経営と違法伐採対策
森林原則声明や気候変動問題における森林の重要性等を踏まえ、世界の森林の保全と持続可能な経営の推

進を目指し、国連森林フォーラム（UNFF）における森林に関する国際的な枠組みに関する議論、違法伐採
及び関連する貿易に関する議論、国際熱帯木材機関（ITTO）、国連食糧農業機関（FAO）等の国際機関を
通じた国際協力の推進等に努めます。

4　世界的に重要な地域の保全管理の推進

（1）世界遺産条約
屋久島、白神山地、知床及び小笠原諸島は、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約（世界遺産

条約）に基づき、自然遺産として世界遺産一覧表に記載されています。これらの自然遺産について、地元の
意見と科学的な知見を管理に反映させるための管理体制と保全施策の充実を図るとともに、関係省庁、地方
公共団体、地元関係者及び専門家の連携により、適正な保全・管理を進めます。

世界文化遺産「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」については、関係省庁及び関係地方公共団体等が連携
し改訂を行った「富士山包括的保存管理計画」に基づき、適切な保全管理の取組を進めます。世界自然遺産
の国内候補地である奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島については、世界的に優れた自然環境の価値
を保全するために必要な方策の検討、保全管理体制の整備及び保全の推進等の取組を、関係省庁、地方公共
団体、地元関係者及び専門家の連携により進め、早期の遺産登録を目指します。

（2）生物圏保存地域（ユネスコエコパーク）
「生物圏保存地域（Biosphere Reserves、以下「BR」という。）」は、ユネスコの「人間と生物圏（Man 

and the Biosphere（MAB））計画」の枠組みに基づいて国際的に認定された地域で、生態系の保全と持続
可能な地域資源の利活用の調和を目的としています。なお、「ユネスコエコパーク」は、我が国での通称で
す。

BRは、「保存機能（生物多様性の保全）」、「学術的研究支援」及び「経済と社会の発展」の三つの機能を
発揮するため、ゾーニングとして、法律等に基づいて厳格に保護される「核心地域」、核心地域を保護する
ための緩衝的な機能を有し、保全目標と両立する活動のみ行える「緩衝地域」、及び持続可能な地域資源の
利活用が展開・促進される「移行地域」の設定が求められており、核心地域と緩衝地域については、国立・
国定公園や国有林の保護林等として保全されています。

現在の登録総数は、120か国、669地域（平成28年3月現在）で、国内では計7地域が登録されていま
す。

地域コミュニティを主体とした持続可能な地域づくりを後押しするBRについて、その仕組みを活用した
新たな施策、協働の取組等を、引き続き自治体を含む関係者と連携して検討・実施します。また、新規登録
を目指す自治体に対する情報提供、助言等を行います。

（3）ユネスコ世界ジオパーク
ユネスコ世界ジオパークは、国際的重要性を持つ地質学的遺産を有し、これらの遺産を地域社会の持続可

能な発展に活用している地域を、ユネスコが認定するものです。我が国では現在、8地域がユネスコ世界ジ
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オパークに認定されています。これらの8地域全てに国立・国定公園の区域が含まれており、自然公園法に
基づく国立・国定公園の適正な保護は、ジオパークの地形・地質の保護において重要な役割を果たしていま
す。また、ジオパークの核となる地形・地質は生物の生育・生息地の「土台」として重要な役割を果たして
います。

そのため、国立公園における地形・地質等の保護、ジオパークと連携した標識等の整備を推進するととも
に、ジオパークの利活用を推進する機関と連携したエコツアーの実施、環境教育のプログラム作り等を行
い、ユネスコ世界ジオパークに関係する取組を支援します。

（4）世界農業遺産
世界農業遺産は、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり形作られてきた伝統的な農林水産業と、そ

れに関わって育まれた文化、ランドスケープ、生物多様性等が一体となった世界的に重要な農林水産業シス
テムをFAOが認定するものであり、我が国では現在、8地域が認定されています。これらの地域では、保
全計画に基づき、農林水産業システムに関わる生物多様性の保全等に取り組んでいます。今後、世界農業遺
産の拡大に向けた取組を推進するとともに、こうした取組を更に盛り上げていくため、世界農業遺産の国内
版として日本農業遺産の創設を検討します。

（5）砂漠化への対処
砂漠化対処条約（UNCCD）に関する国際的動向を踏まえつつ、同条約に基づく取組を推進します。具

体的には、同条約への科学技術面からの貢献を念頭に、砂漠化対処のための技術の活用に関する調査等を進
めます。また、二国間協力や、民間団体の活動支援等による国際協力の推進に努めます。

（6）南極地域の環境の保護
南極地域の環境保護の促進を図るため、観測、観光、冒険旅行、取材等に対する確認制度等を運用し、南

極地域の環境保護に関する普及啓発を行うなど、「環境保護に関する南極条約議定書（以下「南極条約環境
保護議定書」という。）」及びその国内担保法である南極地域の環境の保護に関する法律（平成9年法律第
61号）の適正な施行を推進します。また、2005年（平成17年）6月の南極条約協議国会議で採択された
環境上の緊急事態に対する責任について定めた南極条約環境保護議定書附属書について、引き続き対応を検
討します。また、毎年開催される「南極条約協議国会議」に参加し、南極特別保護地区等の管理計画や気候
変動に関する対応方法等、南極における環境の保護の方策について議論を行います。さらに、政府の職員が
第58次南極地域観測隊に同行し、基地活動による南極地域の環境への影響を調べ、今後の活動の内容等に
ついて検討します。

5　生物多様性の観点からの気候変動の適応策の推進

平成27年度に閣議決定された「気候変動の影響への適応計画」のほか、それに先立ち公表した「生物多
様性分野における気候変動への適応の基本的考え方」や「当面の具体的な取組」に基づき、気候変動による
生態系サービスへの影響に関する研究や適応策を進めるための情報収集を推進します。
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第5節　科学的基盤を強化し、政策に結び付ける取組

1　基礎的データの整備

（1）自然環境調査とモニタリング
自然環境保全基礎調査の一環として、植生調査等、我が国の生物多様性に関する情報の収集整備を行いま

す。植生調査では、1/2.5万現存植生図の整備を進めます。また、海岸線及び海岸陸域の自然状態の変化状
況を把握する調査を行うとともに、クマ等の動物調査を行います。
「モニタリングサイト1000」では、高山帯、森林・草原、里地里山、陸水域（湖沼及び湿原）、沿岸域

（砂浜、磯、干潟、アマモ場、藻場及びサンゴ礁）、小島嶼
しょ

の各生態系について、生態系タイプごとに定めた
調査項目及び調査手法により、引き続き合計約1,000か所の調査サイトでのモニタリング調査を実施しま
す。

また、インターネットを使って、全国の生物多様性データを収集共有化し、提供するシステム「いきもの
ログ」（http://ikilog.biodic.go.jp/）を通じて、様々な関係機関・専門家・一般市民から質の高い多くの生
物多様性データを収集し、広く提供していきます。さらに、第3期の取りまとめ報告書の作成に向け、これ
までに取得されたデータの総合的な分析や検討を進めます。

（2）地球規模のデータ整備や研究等
地球規模での生物多様性保全に必要な科学的基盤の強化のため、アジア太平洋地域の生物多様性観測モニ

タリングデータの収集・統合化等を推進する、「アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク（AP-BON）」
への支援を行います。また、東・東南アジア地域での生物多様性の保全と持続可能な利用のための生物多様
性情報整備と分類学能力の向上に貢献するための「東・東南アジア生物多様性情報イニシアティブ

（ESABII）」において、当該地域で特に施策上重要と思われる生物多様性情報を整備するとともに、分類学
の能力向上のための研修を実施します。AP-BON及びESABIIにおける我が国の活動において、「生物多様
性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム（IPBES）」の活動、特に科学評価活動
及び能力構築活動と連携を図り、アジア地域におけるIPBESの活動の推進に効果的に貢献することを目指
します。

また、独立行政法人国立科学博物館において、分野横断的な総合研究等の調査研究を推進するとともに、
約436万点の登録標本を保管し、これらの情報を引き続きインターネット上で広く公開します（http://
www.kahaku.go.jp/research/）。また、地球規模生物多様性情報機構（GBIF）の日本ノード（データ提
供拠点）である独立行政法人国立科学博物館及び大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立遺伝学
研究所と連携しながら、生物多様性情報を国際的に提供するとともに、様々な企画展や講座、体験教室等展
示・学習支援活動を実施します。

2　科学と政策の結び付きの強化

生物多様性及び生態系サービスに関する科学と政策の連携の強化を目的として設立されたIPBESにおけ
る生物多様性と生態系サービスの評価活動も踏まえつつ、IPBES作業計画に我が国の知見を効果的にイン
プットし作業計画に貢献するため、IPBESに関わる国内専門家及び関係省庁間における国内連絡会を開催
するとともに、我が国を含むアジア太平洋地域の生物多様性と生態系サービスの評価の実施に効果的に貢献
することを目指します。
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第6節　東日本大震災からの復興・再生に向けた自然共生社会づくりの取組

1　三陸復興国立公園を核としたグリーン復興

（1）三陸復興国立公園に関する取組
みちのく潮風トレイルについては、早期の全線開通を目指し、引き続き、ワークショップの開催等を通じ

て地域と協働で路線検討を進めるほか、英語マップの作成等を行い、国内外の利用者の増加を目指します。
また、復興事業支援のために、震災後5年間の自然環境の変化について取りまとめ、その成果を情報発信す
ることを通じて、被災地の復興や新たな大震災への備えに貢献するとともに、自然と共生した地域の実現を
目指します。

（2）公園施設の整備
三陸復興国立公園の主要な観光地の再生に資する復興のための整備や、みちのく潮風トレイルの情報発信

拠点となるトレイルセンター及び多言語に対応した全線統一標識の整備を推進します。また、青森県及び岩
手県内での三陸復興国立公園の整備について、自然環境整備交付金による支援を行います。

2　東京電力福島第一原子力発電所の事故への対応

（1）野生動植物への影響のモニタリング
東京電力福島第一原子力発電所の周辺地域での放射性物質による野生動植物への影響を把握するため、関

係する研究機関等とも協力しながら、動植物の試料採取及び分析等を進めます。また、関連した調査を行っ
ている他の研究機関や学識経験者とも情報交換を行い、影響の全体把握に努めます。

（2）野生鳥獣への影響と鳥獣被害対策
東京電力福島第一原子力発電所の事故以降、放射線量の高い帰還困難区域等は、原則立入り禁止となって

います。これらの地域では狩猟者の他市町村への避難等により、狩猟や有害鳥獣捕獲を行うことが難しい状
況となっています。このため、イノシシによる生活環境被害等が発生しています。これらの被害等を抑える
必要があることから、平成25年度から帰還困難区域等でイノシシ等の生息状況調査と捕獲を行っていると
ころです。

平成28年度においても、将来の住民帰還が円滑に進むように、地元と調整・連携しながら捕獲等事業を
進めていきます。


